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１．策定の趣旨 

 

 本市の最上位計画である桑名市総合計画の前期基本計画（2015‐2019）が令和元年

度で終了し、新たに後期基本計画が策定されたところです。 

 総合計画では７つのビジョンを掲げ、その中で「納税者の視点で次の世代に責任ある

財政に」を行政改革大綱として位置づけ、「ヒト」「モノ」「カネ」を効率的・効果的

に活用し、持続可能な行財政運営を進めてきました。 

 

 ２０４０年頃に向けて、生産年齢人口が急速に減少する一方で、高齢者数が増加する

少子高齢化社会を迎え、労働力不足が懸念されるだけでなく、税収の減少も見込まれる

中、限られた職員で対応できるよう職員一人ひとりの能力向上、意識改革や創意工夫が

必要不可欠です。また、市の組織としても、市民サービスを維持するため、AI や RPA

に代表される情報技術を積極的に活用しつつ、民間企業等とも連携を深めることで、民

間のノウハウ等を効果的に活用していくことが求められています。 

  

 このような中、後期基本計画の策定にあわせ、これまで策定していた「桑名市人材育

成基本方針」、「桑名市職員力向上計画」、「桑名市定員適正化計画」、「桑名市特定

事業主行動計画」と、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）

の一部改正により新たに作成した「障害者活躍推進計画」（以下「人事 1 方針４計画」

という。）を統括し、総合計画との整合を図り、本市の目指す職員像を明確に示すこと

で、全員参加型市政に向けた組織力と職員力の向上につなげていきます。 
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２．見直し、転換後の体系と期間 

(1) 見直し、転換後の体系と期間 

これまでの総合計画の再考を踏まえ、これまでの「人材育成基本方針」他各計画に

ついても見直し、転換後の体系と期間もこれに沿ったものとします。 

人材育成の基本理念、方向性は時代を超えて変わらぬものがある一方、職場環境や

職員意識の変化に対応すべきこと、より効果的な手法に転換していくべき事柄もあ

ることから、改訂版では社会情勢や市民ニーズの変容のスピードに適切に対応でき

るように、後期基本計画の計画期間に合わせて５年間とします。 

また、女性活躍推進のための桑名市特定事業主行動計画については、関連部分につ

いての盛り込みを検討し、より統括的・効果的なものとします。 

 

図：計画及び方針の体系と期間 

年  度 R1 R2 R3   R4 R５ R６ 
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(2) 桑名市人材マネジメント方針の位置づけ 

総合計画に桑名市の将来像として掲げる、桑名市の魅力が自他ともに認められ、快

適な暮らしを次世代にも誇れるまちづくりを着実に進めるため、効率的な組織運営

を進めながら、市民のためにいきいきと働く職員、市民の暮らしをしっかりと支えサ

ポートする職員を育成します。 

 

 

 

 図：桑名市人材マネジメント方針の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑名市総合計画

７つのビジョン

① ⑥ ⑦ 納税者の視点で次の世代に責任のある財政に

【行財政改革】

１．全員参加型市政に向けた組織力と

職員力の向上 [ヒト]

モノ

カネ

桑名市人材マネジメント方針 
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３．見直しの概要 

 

(1) 職員、組織風土の課題 

本市職員、組織風土の特徴について、令和元年８月に行った職場風土診断アンケー

トを基に分析すると、良い点として、職員が本市の置かれている経営環境を意識しつ

つ、時代や社会の流れに合わせて考え方を柔軟に変えていく必要があるという、意識

改革の必要性を感じている職員が多いという点が挙げられます。一方で、業務改善意

欲、働く意識やモチベーションが低下傾向にある点が懸念されます。 

改めての検証も必要ですが、こうした職員、組織風土の特徴を踏まえた上で、この

桑名市人材マネジメント方針に掲げる継続した取組により、職員一人ひとりの力を

高めるとともにチャレンジする組織風土へと変革していくことが大切です。 

 

(2) 見直しの概要 

  ①人材育成基本方針 

     組織の基本は「人」です。そして、「人」の持つ意欲や能力の如何によって、

その組織の発揮できる力が大きく左右されます。人口減少や市民ニーズが多様

化する時代の中で市民の暮らしを支える「人＝職員」をしっかり育てるのは市

の責務です。 

     今回の見直しでは、基本理念や目指すべき職員像を継承しながら、これまで

の取組を整理し、職員一人ひとりの意欲や能力の向上を重要視した人事管理の

取組や研修等の充実を図ります。 

       複線型人事制度 

       自己啓発サポート制度 

 

  ②職員力向上計画 

     平成 30 年 3 月に桑名市不祥事再発防止対策計画書を見直し、「高い倫理

観」、「強い使命感」、「豊かな人間性」を３本の基本方針とし、目指すべき

職員を明確にし、自発的に、積極的に、考え、行動できる職員の育成のため、

桑名市職員力向上計画を策定しました。 

     今回の見直しでは、職員力向上計画の継続的な取組は確保しつつ、伊勢湾台

風 60年の節目にあたり、職員一人ひとりの防災意識の向上を図ります。また、

職員が元気に意欲をもって仕事に取り組めるよう、心身のセルフケア能力の向

上を図ります。 

       防災力の向上 

       心身の健康 
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  ③定員適正化計画 

     全国的に、少子高齢化とそれに伴う労働力人口の減少が進んでおり、これか

らの自治体運営においては、少ない職員でも自治体が本来担うべき機能を発揮

できる仕組みが必要とされています。また、住民サービスを持続的かつ安定的

に提供するためには、職員は職員でなければできない業務に注力できるよう、

AI・RPA の活用や広域連携を図るなど、「スマート自治体」への転換が必要で

す。 

     一方で、職員の健康、労働意向・能率向上のためにも「働きやすい職場づく

り」は重要であり、ワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、育児休業

等を取得する職員のいる職場の負担軽減を図る取組を進めます。 

       業務の委託や ICTの活用 

       育休代替任期付職員の採用  

 

  ④桑名市特定事業主行動計画 

    次世代育成支援対策推進法(平成 15年法律第 120号)第 7条第 1項の規定に基

づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）、仕事と子育ての両立を図ることができ

るよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進す

ることが目的であり、新たに後期の行動計画を策定する必要があります。 

    今回の行動計画の見直しでは、育児休業等を取得しやすい環境整備のより充実

を目指します。 

       「子育てプランシート」の作成 

       育児休業中の職員の代替要員の確保のため、臨時的任用制度の活用や

任期付職員制度の拡充 

 

  ⑤障害者活躍推進計画 

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第

36 号）による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、障

害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を新

たに作成しました。 

障害者の雇用や職場への定着だけでなく、障害者である職員が障害特性や個性

に応じて能力を有効に発揮できる職場環境づくりに努めます。 

   

 

 

 
 



第 1章 序論 

10 

 

(3) 人事１方針４計画の統括的な推進 ～人材マネジメント～ 

職員の育成や働き方改革、定員管理などの人事制度をトータルで連携・推進するこ

とにより人的資源の最適化を図り、組織力・職員力を最大限に発揮できるよう人材マ

ネジメントを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員適正化計画 

 人材育成基本方針 

特定事業主 
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１．これまでの経緯と計画の見直し 

 

(1) 不祥事の発生と桑名市不祥事再発防止対策計画書の策定 

職員の綱紀粛正については、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってきましたが、平成

21 年 11 月、水道部発注の水道管布設工事などをめぐり、水道施設課技師職員が関与し

た収賄事件が発生し、市民の信頼を大きく損なう事態となりました。 

そこで、桑名市不祥事防止対策検討会を立ち上げ、不祥事が発生した原因の分析と課題

の整理を行うとともに、再発防止策について協議・検討を重ね、こうした不祥事が二度と

発生しないよう、平成 22年３月に桑名市不祥事再発防止対策計画書を策定し、この計画

書の「再発防止」を目指すための４本の基本方針に沿って、毎年度、各所管が桑名市不祥

事再発防止対策行動計画を策定・実施し、桑名市不祥事再発防止対策評価会において検証

等を繰り返し行ってきました。 

平成 24年 5月、桑名市不祥事再発防止評価会を桑名市職員倫理審査会へと変更し、そ

の中で、関係条例の制定に取り組み、同年 12 月に桑名市職員倫理条例を施行しました。 

平成 25年度以降は、毎年２回倫理審査会を開催し、同条例の運用状況、行動計画の中

間報告や年間報告、時間外勤務の状況等を報告し、委員の意見を参考とし、行動計画の達

成につなげてきました。 

 

(2) 桑名市職員力向上計画の策定 

平成 22年３月に策定した、桑名市不祥事再発防止対策計画書における 4本の基本方針

を踏まえた行動計画の達成により、同書策定の発端となった収賄事件のような不祥事は

以降発生しておらず、一定の効果があったといえます。 

しかしながら、こうした不祥事再発防止の取組にもかかわらず、平成 28 年から 29 年

において、個人情報の漏えい、工事代金の未払い、ハラスメントといった態様が異なる不

祥事が発生しました。態様が異なってきたとは言うものの、このような状況は、市民の信

頼を大きく損なうだけでなく、市政の円滑な運営にも多大な影響を及ぼすことが危惧さ

れることに違いはありません。 

そこで、このことを早急に回避し、適切な対策等を講じる必要があることから、従来の

計画を、本市の最上位計画である桑名市総合計画や人材育成基本方針との整合を図り、職

員の主体性・自主性を重視したものへと見直し、桑名市職員倫理審査会での検討を経て、

平成 30年 3月、桑名市職員力向上計画を策定しました。 
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(3) 桑名市職員力向上計画の見直し 

今回、桑名市総合計画後期基本計画の策定に合わせ、人事 1 方針 3 計画を見直すこと

となったものの、桑名市職員力向上計画は策定からわずか 2 年しか経過しておらず、継

続して実施していくことが重要との考えから、見直しを最小限とし、時代に応じ、職員に

求められる意識である「防災力の向上」と「心身の健康」を図る取組を計画表に追加しま

した。 

 

○防災力の向上 

近年、地震や集中豪雨、台風の接近など大規模自然災害の発生が全国各地で相次ぎ、

大きな被害になっています。また、南海トラフ地震の 30 年以内の発生確率が引き上げ

られるなど、市民の命や暮らしの安全・安心が脅かされています。 

職員は、目前に迫る災害に備え、市民の生命を守るために、本市職員としての使命を

果たす貢献意識と、災害に動じることなく、最大限の力を発揮して職務に挑む心構えを

備えていなければなりません。 

また、所属各課で事前に定められた役割や配備体制、また自己の任務を十分習熟して

おくなど、日頃からの備えが大切であり、職員一人ひとりの防災意識と災害対応力の向

上に資する取組が必要です。 

 

○心身の健康  

近年の社会情勢の目まぐるしい変化や価値観の多様化等に伴い、ストレスの増大が課

題となっており、精神面での健康管理（メンタルヘルスケア）の重要度が増しています。 

職員が心身ともに充実した状態で高いモチベーションを保ちながら働き、成果を上げ

ていくためにも、職員は自ら健康維持・向上に心がけ、ストレス要因への対処法を身に

付けるなど、心身のセルフケア能力の向上に努めることが大切です。 
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Ⅰ 高い倫理観 ～公務員倫理とコンプライアンスの充実～ 

Ⅱ 強い使命感 ～無事故な執行体制の構築～ 

Ⅲ 豊かな人間性 ～働きやすい職場環境の整備～ 

 

２．職員力向上の基本方針 
  

(1) 上位計画との整合と目指すべき職員像 

本市の最上位計画である桑名市総合計画では、行政改革大綱を、７つのビジョンのうち

の１つ「納税者の視点で次の世代に責任ある財政に」として位置づけています。 

このビジョンにおいて、「全員参加型市政に向けた組織力と職員力の向上」を掲げ、そ

の取組内容として、市役所全体の組織や風土などを常に見直しながら、市民の信頼に応え

るため、職員全体の能力向上に努めていくこととしています。 

また、人材育成基本方針では、職員の理念を「桑名を愛し、市民目線で考え、積極果敢

にチャレンジ」として、目指すべき職員像を、高い倫理観、強い使命感と豊かな人間性を

持った職員など５点を定めています。 

これらを踏まえ、職員力向上計画では、桑名市不祥事再発防止対策計画の「再発防止」

を目指すための４本の基本方針に代わり、「高い倫理観、強い使命感と豊かな人間性を持

った職員」を目指すための３本の基本方針とします。 

 

 

(2) ３本の基本方針と目標 

「高い倫理観、強い使命感と豊かな人間性を持った職員」目指すための３本の基本方針

は、次のとおりです。 

 

 

 
市民から信頼される高い倫理観を持った職員であることは、不祥事防止における大前

提であり、基本方針の最上位に位置づけます。 

 

 

 

不祥事防止対策の発端となった収賄事件のような不祥事の再発はないものの、態様が

異なるものが発生しており、工事だけでなく事務も含めた適正執行に加え、交通安全も含

めたものとします。 

 

 

 

これまでとは態様が異なる不祥事への対策として、職場における職員間の意思疎通を

改善し、風通しの良い職場環境づくりが必要です。また、職員が自発的に、さらに言えば、

自然と、積極的になれるように、より柔軟に実施できるものとします。 
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また、それぞれの基本方針に対する目標を記載し、わかりやすく明確なものとします。 

 

 

目指すべき職員と３本の基本方針及び目標 

 

 

 

３ 本 の 基 本 方 針 目  標 

Ⅰ 高い倫理観 

   ～公務員倫理とコンプライアンスの充実～ 

管理職と推進担当者を中心に、公務員

としてさらなる向上を図る 

Ⅱ 強い使命感 

   ～無事故な執行体制の構築～ 

適正な事務取扱、個人情報の保護及び

交通安全を徹底する 

Ⅲ 豊かな人間性 

   ～働きやすい職場環境の整備～ 

来庁者や職員間の意思疎通やワーク・

ライフ・バランスの向上、風通しの良い職

場環境等で、豊かな人間性を育む 

 

 

 

 

  

目指すべき職員 

高い倫理観、強い使命感と豊かな人間性を持った職員 
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(3) 継続性の確保 

これらの目指すべき職員として、３本の基本方針及び目標に向かうため、桑名市職員力

向上計画表を策定し、各職場の目指すべき職員を明確なものとします。 

この計画表は、継続性の確保も必要なことから、前年度を踏まえた基本方針・目標に向

かう具体的な向上計画欄を設け、全庁的な取組の他、各課等が独自に設定することが可能

なものとしました。 

そして、これらの向上計画に対し、「月 1回以上等」とした基準を記す欄を設け、あわ

せて、この基準を実施したか否かについて、各職場自らが評価する欄を設けています。 

また、それぞれの向上計画のねらいを記し、前述の評価を踏まえた達成状況を記載する

こととし、目指すべき職員として、３本の基本方針及び目標に向かうためのズレの有無を

確認できるようにしています。 

さらに、この達成状況を踏まえ、中間報告時には年間報告に向け、年間報告時には来年

度に向け、継続的な向上計画の進捗を実現するため、【ここがポイント】として、自発的

に、積極的に、考え、行動できるよう、職員力の向上を目指す取組案等を記載することと

しました。 

この計画表の継続実施により、ズレずに、ポイントを外すことなく目指すべき職員に向

かい、そしてこれが職員力の向上につながります。  
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職員力向上計画表 

 

 

目標
左記向上計画の

基　準
左記向上計画の

ねらい

※各基本方針に対し、全庁項目以外に、各課等が行う独自の行動計画を１つ以上あげてください。

※評価については、あくまで実施したか否かについて、記述式でなく、以下に沿ってＳからＤを選択し、記載してください。

　　　　　　　　　　　Ｓ：基準を大きく上回る実施(基準の120％以上）　Ａ：基準どおり順調に実施（基準の105％以上120％未満）　Ｂ：概ね基準どおり実施（基準の90％以上105％未満）

　　　　　　　　　　　Ｃ：基準を下回って実施（基準の70％以上90％未満）　Ｄ：基準を大きく下回る実施（基準の70％未満）

この計画表の実施にあたり、所管の業務増加も予想されますが、

継続、そして向上させるために必要な業務の合理化、整理・縮減、もしくはそれに相応する効果的な事業実施について

（場合によっては課を超えて）課内・係内で、以下のとおり検討・実施します。

   ▲▲▲▲▲

年
間

全
庁

健康診断やストレスチェックで健
康状態の把握と予防

年1回の受診と結果
を受けての適切な対
応

中
間

自身の健康状態を把握することで早期
治療や予防に意識的に取り組み、組
織の生産性向上につなげる

年
間

全
庁

災害時の配置体制とBCPの熟
知

年1回以上の見直し
と実施

中
間

災害時の配置体制やBCPを熟知し、公
務員としての防災意識を高め、大規模
災害に備える

年
間

全
庁 職場の清掃や整理整頓

週１回以上の掃除と
年１回以上の整理整
頓

中
間

職場を働きやすい、事故の無い状態に
保ち、個人情報や公文書の紛失等も
防止する

職員力向上
推進担当者㊞

所属長㊞ 部長㊞

基本方針

前年度を踏まえた

基本方針・目標に向かう
具体的な向上計画※

左記基準の

評価※
左記ねらいの

達成状況

　　　　　（左記達成状況を踏まえた）

　　中間報告時
　　　　　年間報告に向けた取組等

　年間報告時
　　　　　来年度に向けた取組案等

令和●●年度桑名市職員力向上計画表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●課の目指すべき職員

管理職のマネジメント計画

Ⅰ

高い倫理観

～公務員倫理とコンプライ
アンスの充実～

管理職と推進担当
者を中心に、公務
員としてさらなる向
上を図る

全
庁

服務規律等についての研修実
施

全体の奉仕者として、公務員倫理の向
上、信用失墜行為の禁止と共に、法
令、条例、規則等の遵守をさらに徹底
する

各
課
等

月1回以上の実施

中
間

年
間

年
間

全
庁

中
間

年
間

Ⅱ

強い使命感

～無事故な執行体制の構
築～

適正な事務取扱、
個人情報の保護及
び交通安全を徹底
する

全
庁

業務マニュアル・引継書の作成・
見直し

担当者の交替等による事務のばらつ
き、引継漏れ等を防止する

年
間

全
庁

郵便物の誤発送等を防止する
事務執行体制の構築

誤発送等の防止により、個人情報保護
等する

年1回以上の作成・
見直し

中
間

年間ゼロ件の事務取
扱誤り

中
間

各
課
等

中
間

予算執行・契約・支払等の事務
執行体制の見直し

不適正な予算執行や未払・支払遅延
等を防止する

年１回以上の見直し

中
間

年
間

Ⅲ

豊かな人間性

～働きやすい職場環境の
整備～

来庁者や職員間の
意思疎通やワーク
ライフバランスの向
上、風通しの良い
職場環境等で、豊
かな人間性を育む

全
庁

来庁者や職員間におけるあいさ
つ・黙礼等の実施

気持ちの良いあいさつ・黙礼等により、
円滑なコミュニケーションを図る

全
庁 ミーティング等による情報共有

事業の進捗状況や問題点等の共有化
により、業務抱え込みの防止と、報告・
連絡・相談の徹底を図る

全
庁

日常的に、来庁者や
職員間であいさつ・
黙礼等

中
間

年
間

毎日もしくはこれに
準ずるミーティング実
施

中
間

年
間

時間外勤務の削減

定時退庁等によるワークライフバラン
スの推進等で、働きやすい職場とし、
職員が心身共に健全な状態で勤務で
きる環境とする

年間の時間外勤務
時間を、対前年度比
減

中
間

年
間

全
庁 各種ハラスメントの撲滅

職員の精神的・身体的苦痛はもちろん
のこと、職場環境の悪化を回避する

職場に貼付する「ス
トップ・ザ・ハラスメン
ト」に沿って、日常的
に、言動（ＳＮＳ等を
含む）に留意する

中
間

年
間

各
課
等

中
間

年
間

年
間

全
庁

慎重を期す意識と、法定検査等
済みの車両による交通安全

常に慎重を期し、交通法規を順守す
る、交通安全意識を高める

年間ゼロ件の交通事
故

中
間

●●●●課の目指すべき職員となるため、次のとおり宣言します。

管理職と職員力向上推進担当者のマネジメント等

全庁的に統一した３本の基本方針
及び それぞれに対する目標

年
間

【ここがポイント】
自発的に、積極的に、考え、行動できるよう、職員力の向上を目指す取組
案等を記載
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計画表の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標
左記向上計画の

基　準
左記向上計画の

ねらい

※各基本方針に対し、全庁項目以外に、各課等が行う独自の行動計画を１つ以上あげてください。

※評価については、あくまで実施したか否かについて、記述式でなく、以下に沿ってＳからＤを選択し、記載してください。

　　　　　　　　　　　Ｓ：基準を大きく上回る実施(基準の120％以上）　Ａ：基準どおり順調に実施（基準の105％以上120％未満）　Ｂ：概ね基準どおり実施（基準の90％以上105％未満）

　　　　　　　　　　　Ｃ：基準を下回って実施（基準の70％以上90％未満）　Ｄ：基準を大きく下回る実施（基準の70％未満）

この計画表の実施にあたり、所管の業務増加も予想されますが、

継続、そして向上させるために必要な業務の合理化、整理・縮減、もしくはそれに相応する効果的な事業実施について

（場合によっては課を超えて）課内・係内で、以下のとおり検討・実施します。

人事課例）外部講師に委託実施していた職員研修について、一部を内部講師に変更し、研修内容の打合協議から契約締結、

支払業務等の事務量を削減し、それを計画表の実施に充てるだけでなく、予算の縮減も図る。

A

B
C
D

●●●●課の目指すべき職員となるため、次のとおり宣言します。

中
間 年次有給休暇の計画的な取得は、精

神的なリフレッシュだけでなく、業務の
進捗管理も期待できるため、働きやす
い職場環境の整備へとつなげるよう
に。年

間

中
間 服務規程で定められた名札のはい用

は、目につきやすい箇所で、職員間で
確認し合う等し、職員間の風通しだけ
でなく、来庁者とのコミュニケーションも
円滑になるように。年

間

Ⅲ

豊かな人間性

～働きやすい職場環境の
整備～

来庁者や職員間の
意思疎通やワーク
ライフバランスの向
上、風通しの良い
職場環境等で、豊
かな人間性を育む

各
課
等

【全課 例】名札のはい用について、職員間で
お互いに確認し合う。

毎日実施

各
課
等

【全課 例】年次有給休暇を計画的に取得す
る。

各職員毎月1日を目
標

年
間

各
課
等

【全課 例】正規職員の毎月実施中の倫理研修
に、再任用職員、嘱託職員及び臨時的任用職
員も半年毎に参加し、その際は交通安全に関
する内容を踏まえたものとする。

半年に一度実施

中
間 倫理研修に毎月参加していない職員

にも周知する機会を設けることで、所
属全体で交通安全意識が向上するよ
うに。

年
間

各
課
等

【公用車運転所管等 例】公用車の運転席又は
助手席付近の目につきやすいところ及び車載
の運行日誌に、車検満了日等を明記したシー
ルを貼り付け、運転時に必ず確認を行う。

乗車時に実施

中
間 車検切れは、当該車両を運転した者の

法律違反だけでなく、管理監督責任で
もあるため、乗車時はもちろんのこと、
運行日誌日誌記載時にも必ず目につく
ように。

支給ごとに実施

中
間 給与支給誤りは、当該職員だけでな

く、市民からの信頼を失うことにつなが
るため、職員からも市民からも信頼さ
れるように。年

間

年
間

Ⅱ

強い使命感

～無事故な執行体制の構
築～

適正な事務取扱、
個人情報の保護及
び交通安全を徹底
する

各
課
等

【人事課 例】給与・賞与等の支給にあたり、人
事異動はもちろんのこと、被扶養者数、住居
手当及び通勤手当等の変更情報等を複数担
当職員が多角的に捉え、共用フォルダ内の
チェック表を相互確認する。

【全課 例】管理職もしくは推進担当者が、週初
めに重点目標を設定・実行する。

毎週実施

中
間

本計画表のうち具体的な向上計画を
選択実施することで、その評価を直接
向上させることができるように。

中
間

本計画表の常時明示により、自然に桑
名市職員力向上計画を意識し、職務
遂行するように。

年
間

中
間 本計画表を意識し職務遂行すること

で、不祥事防止はもちろんのこと、自
発的に、積極的に行動する職員となる
ように。年

間

Ⅰ

高い倫理観

～公務員倫理とコンプライ
アンスの充実～

管理職と推進担当
者を中心に、公務
員としてさらなる向
上を図る

各
課
等

【全課 例】毎月実施中の倫理研修で、全員が
職員力向上チェックシートを用いて、倫理観の
向上を図る。

毎月実施

各
課
等

【全課 例】本計画表を所属内に貼付し、目指
すべき職員を明示する。

通年実施

各
課
等

及び それぞれに対する目標 管理職と職員力向上推進担当者のマネジメント等

基本方針

前年度を踏まえた

基本方針・目標に向かう
具体的な向上計画※

左記基準の

評価※
左記ねらいの

達成状況

　　　　　（左記達成状況を踏まえた）

　　中間報告時
　　　　　年間報告に向けた取組等

　年間報告時
　　　　　来年度に向けた取組案等

令和●●年度 桑名市職員力向上計画表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●課の目指すべき職員

職員力向上
推進担当者㊞

所属長㊞ 部長㊞

全庁的に統一した３本の基本方針 管理職のマネジメント計画

【ここがポイント】
自発的に、積極的に、考え、行動できるよう、職員
力の向上を目指す取組案等を記載

各課等が設定する独自目標及び宣言の例
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～ 職員力向上チェックシート ～ 

 

■高い倫理観 

 

コンプライアンスの充実に向け、管理職と推進担当者を中心に、公務員としてさらなる向

上を図るため・・・ 

 

□  １ 服務規律等についての倫理研修を毎月実施し、全体の奉仕者として、公務員倫理の

向上、信用失墜行為の禁止と共に、法令、条例、規則等の遵守をさらに徹底してい

ますか。 

 

□  ２ 毎月実施する倫理研修で、全員が本シートを用いて、倫理観の向上を図っています

か。 

 

□  ３ 桑名市初動マニュアルや業務継続計画を用いた研修等を行い、所属や自己の任務に

ついて把握し、災害時に備えていますか。 

 

□  ４ 所属内の目につきやすい場所へ明示等されている桑名市職員力向上計画表を常に

意識して職務遂行していますか。 

 

 

■強い使命感 

 

無事故な執行体制の構築に向け、適正な事務取扱、個人情報の保護及び交通安全を徹底す

るため・・・ 

 

□ ５ 業務マニュアル・引継書の作成・見直しを年 1回以上実施し、担当者の交代等によ

る事務のばらつき、引継漏れ等を防止していますか。 

 

□ ６ 郵便物の誤発送等を防止する事務執行体制を構築し、個人情報保護につなげていま

すか。 

 

□ ７ 予算執行・契約・支払等の事務執行体制を年 1回以上見直すなどして、不適正な予

算執行や未払・支払遅延等を防止していますか。 

 

□ ８ 慎重を期す意識と、法定検査等済みの車両による交通安全はもちろんのこと、常に

慎重を期し、交通法規を順守する、交通安全意識を高めていますか。 

 

 

■豊かな人間性 

 

働きやすい職場環境の整備に向け、来庁者や職員間の意思疎通やワーク・ライフ・バラ

ンスの向上、風通しの良い職場環境等で、豊かな人間性を育むため・・・ 

 

□ ９ 日常的に、来庁者や職員間におけるあいさつ・黙礼等を実施し、円滑なコミュニ

ケーションを図っていますか 

 

 

 

職員力向上チェックシート 
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□１０ 毎日もしくはこれに準ずるミーティング実施により情報共有し、事業の進捗状況や

問題点等の共有化により、業務抱え込みの防止と、報告・連絡・相談の徹底を図っ

ていますか。 

 

□１１ 年間の時間外勤務時間を、対前年度比減とし、定時退庁等によるワーク・ライフ・

バランスの推進等で、働きやすい職場で、心身共に健全な状態で勤務できる環境と

していますか。 

 

□１２ 職場の週１回以上の掃除と年１回以上の整理整頓により、職場を働きやすい、事故

の無い状態に保ち、個人情報や公文書の紛失等も防止していますか。 

 

□１３ 年 1回の健康診断とストレスチェックを必ず受け、自身の健康状態を把握し、予防

や健康維持・向上に取り組んでいますか。 

 

 

■職員力の向上 

 

□１４ これまでの桑名市不祥事再発防止対策計画書を一部改訂し、平成 30 年 4 月から

桑名市職員力向上計画としましたが、これに基づく計画表を各課で明示等し、これ

を意識しながら業務遂行していますか。 

 

□１５ 上記１４のとおり遂行する場合、業務増加も予想されますが、この計画を継続、そ

して向上させるために必要な業務の整理・縮減、もしくはそれに相応する効果的な

事業実施について（場合によっては課を超えて）課内・係内で、検討等しています

か。 

 

 

■（係長職以上）職員力の向上を推進 

□１６ 上記１５を踏まえ、可能なものを予算要求に反映させる等、職員力向上を推進して

いますか。 

 

 

■万が一 

 

□１７ 不祥事を起こしたとき、どのような懲戒処分が課せられるか知っていますか。 

 

□１８ 職務の遂行にあたって不正や不祥事を知ったときは、隠したりすることなく、速や

かに職場に報告するなど適切に対応していますか。 

 

□１９ 不祥事を起こしたとき、あなたの職場や市行政全体にどのような影響を及ぼすか考

えたことはありますか。 

 

□２０ 不祥事を起こしたとき、家族や親戚など、あなたの最も大切とする人たちがどれほ

ど辛い目に遭うか考えたことはありますか。 
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３．推進と管理 

 

(1) 職員力向上推進担当者 

これまで以上の職員力の向上に取り組む必要性から、平成 29年４月からの各所管配属

の不祥事再発防止対策推進担当者を職員力向上推進担当者と名称変更し、管理職との連

携協力により、見直しがさらに効果的なものとなるように体制整備しました。 

なお、この計画の推進は、最上位計画の桑名市総合計画の推進にもつながることから、

この担当者は、行政改革推進員と兼ねることとし、相乗効果が期待できるものとします。 

あわせて、この計画表については、各所管が管理職だけでなく、この担当者と連携協力

することで、より身近なものとなるように策定しました。 

また、各所管においては、管理職やこの担当者が、例えば、計画表を目につきやすいと

ころに貼付、今週の重点目標の設定を自ら考える等し、これを所管全員が自発的に、積極

的に実施することで、その達成感等を所管全員で共有できるようにします。 

 

(2) 途切れの無い計画表 

職員力向上計画表は、その達成感等を所管全員で共有し、これをさらに向上させるた

め、前年度を踏まえた欄を設ける等、途切れの無い計画表となっています。 

 

(3) 継続、そして向上 

この計画表の実施にあたっては、所管の業務増加につながりがちですが、継続、そして

向上させるために必要な業務の合理化、整理・縮減、若しくはそれに相応する効果的な事

業実施について、場合によっては課を超えて、課内・係内で検討・実施します。 

また、それを具現化するために、計画表上で宣言することで、計画表の実施を妨げませ

ん。 

 

(4) 管理（検証等の継続） 

桑名市職員倫理条例に基づき、職員倫理の確立及び保持に資するため、引き続き桑名市

職員倫理審査会を開催し、見直し後の計画表に沿った検証等を継続し、職員力の向上につ

なげます。 

 

(5) 綱紀粛正の発令 

必要に応じて、定期・不定期に発令する綱紀の粛正においても、今回の見直しに沿った

ものとなるよう留意することで、職員への周知徹底がさらに効果的になることが期待で

きます。 
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(6) 人事評価制度 

平成 26年５月に公布された「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する

法律」では、職員の能力等に基づく人事管理を徹底し、その手法として人事評価制度を導

入するよう規定されました。 

人事評価の手法のうちの１つ、職員が職務上発揮した能力を評価する能力評価は、人事

考課と呼ばれる手法で、例えば「責任感」や「判断力」、「正確性」などについて評価す

るものです。 

本市では、平成 18年度から人事評価制度を導入し、能力評価である人事考課は、全職

員を対象に実施してきました。 

この制度の最も重要な目的は「人材を育成する」ことです。職員の能力が高まれば、組

織全体の能力が高まり、結果として市民サービス向上が期待できることから、桑名市職員

力向上計画は、この人事評価制度にも繋がっていく、とイメージできるものとしていきま

す。 

 

(7) 地域活動への参画 

このようにして、高い倫理観、強い使命感と豊かな人間性を持った職員となれば、地域

活動への参画時にも、大きな力となり得ます。 

自治体活動に限らず、地元自治会活動や青少年の育成等、また、防災、交通安全、美化

活動等も含め、職員それぞれが、可能な範囲で、自発的に、積極的に参加し、地域を支え

る担い手として、さらに期待できるところです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


